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打ち合わせ中の筆者群馬県観光特使の向井千秋さんに委嘱状を伝達
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経　歴

　入省して８年が経過しようとしています。
しかし、まだ「総務省」とは何か、という質問
にうまく答えることができません。総務省に
行こうかどうか考えているんだから何をや
るところなのかしっかり説明しろよ、とお叱
りを受けるかもしれませんが、何せ総務省の
業務は幅広い。加えて、自分で経験しないと
説明できないという私の体質もあり、この点
については御容赦いただき、ここでは自分の
経験を中心にお話しします。

　そもそも、なぜ私は総務省に入ろうと思っ
たのか。今でも総務省をうまく説明できない
私が、当時、総務省を理解できているはずが
ありません。強いて言えば、「何となく」とい
うことになると思います。家族や友達、そし
てこの国のみんなが笑顔で過ごせるように
…。そのために何かがしたい、でもみんなの
関心は様々で、特定の分野に特化することは
難しい…。であれば、様々な分野に幅広く関
わることができればやりたいことができる
のではないか…。そんな「何となく」胸の中に
あった思いをカタチにできそうだという期
待感が、総務省を選んだ決め手だったと思い
ます。

　国家公務員の主な仕事は、国家公務員制度
や地方自治制度など「制度」を扱うことです。

制度を扱うことがどういうことなのか、具体
的にイメージするのは難しいかもしれませ
ん。中には本当に人の役に立っているの？と
疑問を感じる人もいるかもしれません。
　確かに、新しい組織を作ればすぐに景気が
よくなるとか法改正すれば直ちに犯罪が減
るというような「即効性」はあまり期待でき
ないかもしれません（一般的に、制度を変え
た効果が目に見えるようになるには少し時
間が必要です）が、制度は行政のパフォーマ
ンスや国民の行動を左右する重要なツール
です。時代の変化に応じて制度を見直すこと
の重要性は御理解いただけるのではないで
しょうか。もちろん、やみくもに変えればい
いということではありません。大切なのは見
直しの動機・目的です。本当に国民のために
なる「いい仕事」をするためには、何のために
変えるのかという問題意識を明確にするこ
と、そして常に制度の先にある国民や、国民
に効果が届くまでの行政機関や民間企業の
行動を想像することが大切です。私は、その
先に目指すべき「カタチ」があると信じてい
ます。
　現在の私の仕事は国家公務員制度改革で
す。能力・実績主義の徹底、退職管理の適正
化、幹部人事の一元管理、労働基本権の付与、
雇用と年金の接続…と改革メニューは幅広
いですが、当然、個々の制度を変えることが
目的ではありません。公務員が誇りと希望を
持って国民のために職務にまい進し、そして

若くて優秀な人（今これを読んでいるあなた
です！）が公務員を目指そうと思う制度を作
ることが目的です（それが最終的には国益に
つながります）。常に「何のために」を意識す
るという総務省で培われた仕事へのスタン
スは、今の仕事でもとても役立っています。

　
　念のためですが、仕事に即効性がないから
と言ってモチベーションが下がることはあ
りません。私の場合、理由は３つあります。ま
ず、このような仕事は国が行政活動を行う以
上なくてはならない仕事であるということ
が１つ。素晴らしい先輩と小生意気な（？）後
輩に囲まれ、刺激的な日々を過ごせることが
１つ。そして、入省当時の「何となく」の思い
が１つ。
　やりがいある仕事と素晴らしい先輩は既
に用意されています。後は、みなさんの思い
次第。元気な後輩が１人でも多くできること
を楽しみにしています。

　「弱い人の立場に立つとは目に見えないも
のを見て温かく対応すること。心でものを見
る気持ちで行政に当たってほしい」。これは
今年の仕事始めにおける大澤正明群馬県知
事の訓示である。知事の熱い思いが込められ
た、実に心を揺さぶられる言葉であった。副
知事として、知事の思いをしっかりと受け止
め職員とともに県民の幸福のためにまい進
しなければならない。決意も新たに新年の仕
事が始まった。

　群馬県は民主党政権時代、八ツ場ダムの建
設中断という大きな困難に直面した。時の政
権に真っ向から対峙したという意味で県政
史上に残る出来事であったといえる。この問
題を語るときの大澤知事の気迫はすごいも
のがある。「首都圏を水害から守るためにふ
るさとを捨てた住民の思いを政府はわかっ
ているのか！」
　副知事としての行動規範は、知事が標榜す
る「県民目線に立った県政」を進めるため、県
民の気持ちに寄り添いつつ、知事を誠心誠意
支えることに尽きる。この点、政府が相手で
あっても、決してひるむわけにはいかない。
　いまは、政権交代によって政府の政策変更
が進んでいる。八ツ場ダム問題への対応をは
じめとして県政への影響を見極めるため、霞
が関での経験やそこで培った人脈などをフ
ルに活用して情報を収集・分析し、それをも

とに知事や県幹部と作戦を練る。県政を預か
る知事の判断は極めて重い。適切な判断をし
ていただけるよう補佐役として全力を尽く
さなければならない。
　もちろん政策面で知事をサポートするこ
とも副知事の重要な任務だ。大きなプロジェ
クトともなれば、県庁内の多くの部局に関係
する。そうしたときに、プロジェクトを統括
するのは副知事の役目だ。さしずめ「副総理
兼官房長官」のような役回りになるが、県庁
という巨大組織を動かし、県議会はもちろん
県内の経済界や大学関係者、さらには国会議
員や国の関係機関と調整しながら物事を前
進させていく醍醐味は何物にも代えがたい。

　旧自治省に入省して25年。ほぼ一貫して、
地方分権を推進し地方を元気にする仕事に
国・地方双方で携わってきた。
　地域経済の疲弊が言われて久しいが、地域
によって実情は様々だ。多様な地域で形成さ

れる群馬県は、地域によっては右肩上がりの
好況が続いている一方で、構造的な負のスパ
イラルに苦しんでいる地域もある。同じ県の
中ですらこうなのに、全国一律の方策でやろ
うとすることがどだい無理なのだ。
　群馬県人なら誰でも知っている「上毛かる
た」の中に「雷と空風義理人情」という札があ
る。群馬県特有の気象現象と国定忠治に象徴
される義理人情に篤い県民性を表したもの
で、群馬県に縁のない人でも、なんとなくイ
メージが湧くとは思うが、この土地に住み、
この土地の人たちと語り合わなければ、実感
として受け止めることは絶対にできない。政
治や行政に携わる者にとっての基本は、この
実感をできるだけ多く得ることではないか。
25年の歳月を経て副知事という立場に就い
たいま、公務員を目指す若い皆さんにぜひ伝
えたい私の思いだ。
　この文章を読んで感じるところのあった
皆さんが、総務省に集ってくれることを願っ
ている。
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